
   

文京区地域生活支援サービス事業者の登録等に関する要綱 

 

１８文福障第１１０５号平成１８年９月２９日決定 

２０文福障第２１５３号平成２１年３月３１日一部改正  

２１文福障第２１５７号平成２２年２月２６日一部改正  

２２文福障第１２０５号平成２２年９月１７日一部改正  

 ２３文福障第１２３２号平成２３年９月２２日一部改正  

２４文福障第２７４３号平成２５年３月２９日一部改正  

２６文福障第２０５７号平成２６年１０月１日一部改正  

２７文福障第２７３４号平成２８年３月１６日一部改正  

２０１９文福障第１９９号平成３１年４月２５日一部改正 

２０１９文福障第２５４２号令和２年１月２７日一部改正 

２０２５文福障第３３７３号令和８年３月１７日一部改正 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、文京区地域生活支援事業実施要綱（１８文福障第１０７０号）第２条に規

定する移動支援事業、日中短期入所事業及び日中一時支援事業のサービス（以下「地域生活支

援サービス」という。）を提供する事業者（以下「地域生活支援サービス事業者」という。）

の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）、東京都指定

障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例 （平成２４年東京都条例

第１５５号。以下「都指定基準」という。）及び指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生

労働大臣が定めるもの（平成１８年厚生労働省告示第５３８号。以下「告示」という。）にお

いて使用する用語の例による。 

（登録） 

第３条 地域生活支援サービスを提供しようとする者は、この要綱で定めるところにより、地域

生活支援サービス事業者として区長の登録を受けることができる。 

２ 前項の登録は、地域生活支援サービスを提供しようとする者の申請により、地域生活支援サ

ービスの種類及び地域生活支援サービスを提供する事業所（以下「事業所」という。）ごとに

行う。 

（登録の申請） 

第４条 前条の規定により地域生活支援サービス事業者としての登録を受けようとする者は、文

京区地域生活支援サービス事業者登録申請書（別記様式第１号。以下「申請書」という。）に、

次に掲げる事項を記載した書類を添えて、区長に申請しなければならない。 

⑴ 事業所の管理者の氏名及び住所 

⑵ 事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所（移動支援事業に係る登録の申請に限る。） 



   

⑶ 運営規程 

⑷ その他区長が必要と認めた事項 

（登録の要件） 

第５条 区長は、前条の申請があった場合において、申請者が次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める要件を満たしているときは、第３条第１項の登録を行う。 

 ⑴ 移動支援事業のサービスを提供する事業者として登録を行おうとする者 居宅介護、重度

訪問介護、同行援護若しくは行動援護に係る都指定基準に基づく指定障害福祉サービス事業

者又は居宅介護、重度訪問介護、同行援護若しくは行動援護に係る文京区基準該当事業者の

登録等に関する規則（平成１８年９月文京区規則第９０号。以下「規則」という。）に基づ

く登録を受けている事業者であること及び別に定める基準を満たしていること並びに移動支

援事業の提供に当たる者として次に掲げるものによりサービスを提供させること。 

  ア 告示第１条各号に掲げる者 

イ 別に定めるところにより実施する文京区移動支援従事者養成研修（以下「養成研修」と

いう。）の課程を修了し、当該養成研修を実施した者から当該養成研修の課程を修了した

旨の証明書の交付を受けた者 

ウ 養成研修に相当するものとして区長が認める研修の課程を修了し、当該研修を実施した

者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者 

エ 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所において、直接利用者の支援を

行う者としての経験を２年以上有する者 

⑵ 日中短期入所事業のサービスを提供する事業者として登録を行おうとする者 短期入所に

係る都指定基準に基づく指定障害福祉サービス事業者であること。 

⑶ 日中一時支援事業のサービスを提供する事業者として登録を行おうとする者 区内で障害

者総合支援法第３６条の規定に基づき都道府県知事又は区長が指定した指定障害福祉サービ

ス事業者又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５に規定する児童

発達支援事業者若しくは放課後等デイサービス事業者であること。 

（登録等の決定） 

第６条 区長は、第４条の規定による申請があった場合は、審査の上、適当と認めたときはこれ

を登録し、不適当と認めたときはこれを却下する。 

２ 区長は、前項の規定による登録の可否の決定について、文京区地域生活支援サービス事業者

登録決定・登録申請却下通知書（別記様式第２号）により申請者に対し通知する。 

（変更等の届出） 

第７条 第３条の規定による登録を受けた地域生活支援サービス事業者（以下「登録事業者」と

いう。）は、申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、文京区地域生

活支援サービス事業者登録事項変更届出書（別記様式第３号）に、変更の状況が分かる書類を

添えて、区長に提出しなければならない。 



   

２ 登録事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、文京区地域生活支

援サービス事業者廃止・休止・再開届出書（別記様式第４号）を区長に提出しなければならな

い。 

（給付費の支給等） 

第８条 区長は、登録事業者により行われた地域生活支援サービスについては、文京区移動支援

事業実施要綱（１８文福障第１１０５号）第２条、文京区日中短期入所事業実施要綱（１８文

福障第１１０５号）第３条及び文京区日中一時支援事業実施要綱（２０２５文福障第２２２６

号）第３条の規定に基づき事業に要する費用（以下「地域生活支援給付費」という。）の支給

を行う。 

（代理受領） 

第９条 登録事業者は、あらかじめ区長に対し提出した申請書において、地域生活支援給付費の

代理受領を実施する旨の記載をしている場合において、支給決定障害者等が登録事業者から地

域生活支援サービスの提供を受けたときは、支給決定障害者等からの委任に基づき、支給決定

障害者等が支払うべき地域生活支援サービスに要した費用について、地域生活支援給付費とし

て支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、支給決定障害者等に代わり、支

払を受けることができる。 

２ 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し地域生活支援給付費の支給

があったものとみなす。 

３ 登録事業者は、地域生活支援サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支

払を受ける際、支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。 

４ 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、地域生活支援給付

費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額については、それぞ

れ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 

５ 登録事業者は、第１項の規定により、支給決定障害者等に代わって地域生活支援給付費の支

払を受けるときは、地域生活支援サービスに要した費用の額から登録事業者に支払われる地域

生活支援給付費の額を控除して得た額について、支給決定障害者等から支払を受ける。 

６ 登録事業者は、第１項の規定による支払を受けたときは、支給決定障害者等に対して、支給

決定障害者等に係る地域生活支援給付費として受領した額を通知しなければならない。 

（報告等） 

第１０条 区長は、地域生活支援給付費の支給に関して必要があると認めたときは、登録事業者

若しくは登録事業者であった者又は事業所の従業者若しくは事業所の従業者であった者（以下

「登録事業者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示

を求め、登録事業者等に対し出頭を求め、又は当該職員をして、関係者に対し質問させ、若し

くは地域生活支援サービス事業所について設備、帳簿書類その他の物件を検査させることがで

きる。 



   

２ 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書

を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

（勧告、命令等） 

第１１条 区長は、地域生活支援サービス事業者が、従業者の知識や技能、人員について都指定

基準等に適合していない場合や、設備及び運営に関して都指定基準等に従って適正な地域生活

支援サービス事業を運営していないと認められる場合には、当該地域生活支援サービス事業者

に対し、期限を定めて、基準を遵守すべきことを勧告することができる。 

２ 区長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた地域生活支援サービ

ス事業者が、前項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

３ 区長は、前２項の規定による勧告を受けた地域生活支援サービス事業者が、正当な理由がな

くてその勧告に係る措置を取らなかったときは、当該地域生活支援サービス事業者に対し、期

限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

４ 区長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。 

（登録の取消し） 

第１２条 区長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第３条第１項の登録を

取り消すことができる。 

⑴ 第５条各号のいずれかに該当しなくなったとき。 

⑵ 地域生活支援給付費の請求に関し不正があったとき。 

⑶ 第１０条第１項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従

わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

⑷ 登録事業者等が、第１０条第１項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規

定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、事業所の従業者がその行為をした場合において、

その行為を防止するため、登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

⑸ 不正の手段により第３条第１項の登録を受けたとき。 

２ 区長は、前項の規定により登録を取り消したときは、文京区地域生活支援サービス事業者登

録取消通知書（別記様式第５号）により申請者に対し通知する。 

（不正利得の徴収） 

第１３条 区長は、地域生活支援サービス事業者が、偽りその他不正の行為により地域生活支援

給付費の支給を受けたときは、当該地域生活支援サービス事業者に対し、その支払った額につ

き返還させるほか、その返還させる額に１００分の４０を乗じて得た額を支払わせることがで

きる。 

（委任） 

第１４条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。 

 



   

   付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第４条の規定による登録の申請は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。 

   付 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

付 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成２２年９月１７日から施行する。 

(経過措置) 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の文京区地域生活支援サービス事業者の登録等

に関する要綱に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用

することができる。 

付 則 

この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、令和２年１月２７日から施行する。 

  付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第４条の規定による登録の申請は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。 

 

 


